
第24期

定時株主総会

招 集 ご 通 知
2024年４月１日から2025年３月31日

開催情報

日 時 2025年６月25日（水曜日）

午前10時
（開場午前９時30分）

場 所 東京都港区芝公園２－４－１
芝パークビルＢ館地下１階
TOKYO‐CONVENTION HALL
AP浜松町

詳細は後記の地図をご参照ください。

株主様向けのお土産のご用意及び株主懇親

会等の開催はございません。予めご了承く

ださい。

株式会社ライドオンエクスプレスホールディングス

証券コード：6082
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[証券コード 6082]

2025年６月５日

（電子提供措置の開始日 2025年６月３日）

株 主 各 位

東京都港区三田三丁目５番２７号

株式会社 ライドオンエクスプレスホールディングス
代表取締役社長 江見 朗

第24期定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、当社第24期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申

し上げます。

本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の

下記ウェブサイトに「第24期定時株主総会招集ご通知」として電子提供措置事項

を掲載しております。

当社ウェブサイト

https://www.rideonexpresshd.co.jp/

上記の当社ウェブサイトにある「ＩＲ情報」「株式情報」「株主総会」の順
に選択してご覧ください。

また、上記のほか、インターネット上の下記ウェブサイトにも掲載しておりま

す。

東京証券取引所ウェブサイト

https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

上記の東京証券取引所ウェブサイトにアクセスして、当社名または証券コ
ードを入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/ＰＲ情報」を順に選択の上、ご
覧ください。

お手数ながら電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書類をご検討くださいま

して、３ページから４ぺージのご案内に従って、2025年６月24日（火曜日）午後

６時までに議決権を行使してくださいますようお願い申し上げます。

敬 具
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記

１．日 時 2025年６月25日（水曜日） 午前10時（開場午前９時30分）

２．場 所 東京都港区芝公園２－４－１ 芝パークビルＢ館地下１階
ＴＯＫＹＯ－ＣＯＮＶＥＮＴＩＯＮ ＨＡＬＬ ＡＰ浜松町

（詳細は後記の地図をご参照ください。）

３．目 的 事 項

報 告 事 項 １．第24期（2024年４月１日から2025年３月31日まで）事業報告

及び連結計算書類の内容ならびに会計監査人及び監査等委員

会の連結計算書類監査結果報告の件

２．第24期（2024年４月１日から2025年３月31日まで）計算書類

の内容報告の件

決 議 事 項

第１号議案 剰余金の処分の件

第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件

第３号議案 監査等委員である取締役２名選任の件

以 上

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますよう

お願い申し上げます。また本招集ご通知をご持参くださいますようお願い申し上げます。

◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修正内容を掲載させて

いただきます。

◎ご出席の株主様向けのお土産のご用意及び株主懇親会等の開催はございませんので、予めご了承

ください。

◎第24期定時株主総会の決議の結果については、書面による決議通知はお送りいたしませんのでご

了承ください。決議の結果は、当社ウェブサイト（https://www.rideonexpresshd.co.jp/）に掲

載いたします。
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議決権行使方法のご案内

書面による議決権行使

インターネット等による議決権行使

スマートフォン・タブレット端末による議決権行使

株主総会当日のご来場による議決権行使

行使期限

行使期限

行使期限

同封の議決権行使書用紙に各議案に対する賛否をご記入いただき、

郵送にてご返送ください。議決権行使書面において、議案に賛否の

表示がない場合は、賛成の意思表示をされたものとして取り扱わせ

ていただきます。

当社指定の議決権行使サイト（https://evote.tr.mufg.jp/）にて、

各議案に対する賛否をご入力の上、ご送信ください。

同封の議決権行使書用紙をご持参いただき、会場受付にご提出くだ

さい。

書面とインターネット（パソコン、スマートフォン等）により重複して議決権を行使された場合は、

インターネットによるものを有効な議決権行使としてお取扱いいたします。

インターネットによって複数回議決権を行使された場合は、最後に行われたものを有効な議決権行

使としてお取扱いいたします。

同封の議決権行使書用紙の右下「スマートフォン用議決権行使ウェ

ブサイトログインQRコード」をスマートフォンかタブレット端末で

読み取り、表示されたURLを開き、画面の案内に従って議案の賛否を

ご入力の上、ご送信ください。

2025年６月24日（火）午後６時到着分まで

2025年６月24日（火）午後６時受付分まで

2025年６月24日（火）午後６時受付分まで
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ログインID・仮パスワードを
入力する方法

QRコードを読み取る方法

議決権行使書副票に記載のログインID、仮パス

ワードを入力することなく、議決権行使サイト

にログインすることができます。

1 議決権行使書副票（右側）に記載のQRコード

を読み取ってください。

1 議決権行使ウェブサイトにアクセスして

ください。

2 議決権行使書用紙に記載された「ログイン

ID・仮パスワード」を入力しクリック

3 以降は、画面の案内に従って賛否をご入力

ください。

2 以降は、画面の案内に従って賛否をご入力

ください。

※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの

登録商標です。

議決権行使
ウェブサイト

https://evote.tr.mufg.jp/

｢ログイン」を
クリック

｢ログインID・
仮パスワード」
を入力

議決権電子行使プラットフォームについて

管理信託銀行等の名義株主様（常任代理人様を

含みます。）につきましては、㈱ICJが運営する

議決権電子行使プラットフォームの利用を事前

に申し込まれた場合には、議決権行使にあたり、

当該プラットフォームをご利用いただけます。

インターネットによる議決権行使で

パソコンやスマートフォン等の操作方法などが

ご不明な場合は、下記にお問い合わせください。

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 ヘルプデスク

0120-173-027
（通話料無料／受付時間 午前９時～午後９時）

インターネットによる議決権行使のご案内
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株主総会参考書類（要旨）

第１号議案 剰余金の処分の件

当期の期末配当金につきましては１株につき15円とさせていただきたいと存じます。

第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名の任期満了に伴い、取締役（監査等

委員である取締役を除く。）５名の選任をお願いしたいと存じます。

候補者
番 号 氏

ふ り が な

名 当社における地位及び担当
候補者
属 性

１ 再 任
え み あきら

江見 朗 代表取締役社長

２ 再 任
まつしま かずゆき

松島 和之 取締役副社長

３ 再 任
わたなべ かずまさ

渡邊 一正 取締役副社長

４ 再 任
とみいた かつゆき

冨板 克行 常務取締役

５ 再 任
あか ぎ ゆたか

赤木 豊 常務取締役

第３号議案 監査等委員である取締役２名選任の件

監査等委員である取締役吉田真氏及び砂子知香氏の任期満了に伴い、監査等委員で

ある取締役２名の選任をお願いしたいと存じます。

氏
ふ り が な

名 当社における地位及び担当
候補者
属 性

再 任
よし だ まこと

吉田 真
取締役（監査等委員）

社 外

独 立

再 任
すな こ ち か

砂子 知香 取締役（監査等委員）
社 外

独 立

社 外 社外取締役候補者 独 立 独立役員候補者
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株主総会参考書類

議案及び参考事項

第１号議案 剰余金の処分の件

第24期の期末配当につきましては、当期の業績、今後の事業環境及び事業の継

続的成長のための内部留保などを総合的に勘案し、適正な成果の配分を基本として

おります。

（1）配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金15円

総額 146,669,145円

（2）剰余金の配当が効力を生ずる日

2025年６月26日

第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名が本総会終結の時をもって任期満
了となりますので、改めて取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名の選任を
お願いするものであります。

なお、本議案の内容は、取締役会の任意の諮問機関である指名・報酬委員会の答
申を受けた上で、取締役会において承認されたものであります。

監査等委員会は、当会社の企業価値向上の観点から、各候補者を取締役に選任す
ることが適切であると判断しております。
取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者は、次のとおりであります。

候補者
番 号

氏 名
（生年月日）

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
所有する当
社株式の数

１

えみ あきら

江 見 朗

(1960年９月10日生)

1984年３月 レストラン玄海（米国）入社

738,769株

1992年４月 サブマリン開業

1995年８月 ㈱サブマリン設立 代表取締役社長

2001年７月 当社設立 代表取締役社長（現任）

2017年10月 ㈱ライドオンエクスプレス 代表取締役社長（現

任）

2017年10月

2022年４月

㈱ライドオンデマンド 代表取締役社長

㈱ライドオンシーズ 代表取締役社長（現任）

【取締役候補者とした理由】

当社の創業者である江見朗氏は、経営全般における豊富な実務経験及び当社の事業を取り巻く

環境や業界について幅広い見識を有していることから、引き続き取締役候補者としました。
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候補者
番 号

氏 名
（生年月日）

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
所有する当
社株式の数

２

まつしま かずゆき

松 島 和 之

(1959年９月24日生)

1981年３月㈲森商店入社

201,414株

1986年４月㈱ヤマコグループ入社

1992年４月サブマリン開業

1995年８月㈱サブマリン設立 取締役副社長

2001年７月当社設立 取締役

2003年11月当社 専務取締役

2010年８月当社 取締役副社長（現任）

2017年10月㈱ライドオンエクスプレス 取締役副社長

2017年10月㈱ライドオンデマンド 取締役副社長

2018年４月

2022年４月

当社 宅配事業統括（現任）

㈱ライドオンエクスプレス 取締役副社長（現任）

【取締役候補者とした理由】

当社の共同創業者である松島和之氏は、当社の経営・フランチャイズチェーン運営全般におけ

る豊富な実務経験及び当社の事業を取り巻く環境や業界について深い見識を有していることか

ら、引き続き取締役候補者としました。

３

わたなべ かずまさ

渡 邊 一 正

(1969年１月17日生)

1991年４月 ㈱リクルートコスモス入社

128,005株

1992年４月 ㈱関西リクルート人材センター（現：㈱リクル

ート）入社

2003年10月 ㈱ネクストジャパン 常務取締役

2005年10月 同社 取締役上席副社長

2006年10月 同社 代表取締役社長

2007年11月 サードステージ設立 代表

2010年８月 当社 専務取締役

2015年１月 ㈱エースタート設立 代表取締役（現任）

2016年４月 当社 取締役副社長（現任）

2017年10月 ㈱ライドオンエクスプレス 取締役副社長

2017年10月 ㈱ライドオンデマンド 取締役副社長

2018年４月

2022年４月

当社 経営企画・人事・経理財務、投資戦略統

括（現任）

㈱ライドオンエクスプレス 取締役副社長（現任）

【取締役候補者とした理由】

渡邊一正氏は、経営全般における幅広い見識、豊富な実務経験を有しており、当社の経営企

画・管理部門の統括として重要な役割を果たしていることから、引き続き取締役候補者としま

した。
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候補者
番 号

氏 名
（生年月日）

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
所有する当
社株式の数

４

とみいた かつゆき

冨 板 克 行

(1965年３月17日生)

1988年４月㈱木曽路入社

172,683株

1995年８月㈱サブマリン入社

1998年８月同社 専務取締役

2001年７月当社入社

2002年２月当社 取締役

2010年８月当社 常務取締役（現任）

2017年10月㈱ライドオンエクスプレス 常務取締役

2017年10月㈱ライドオンデマンド 常務取締役

2019年４月当社 宅配事業担当（現任）

2020年６月㈱ライドオンエクスプレス 常務取締役（現任）

【取締役候補者とした理由】

冨板克行氏は、当社の取締役として経営に携わるとともに、フランチャイズチェーン構築・運

営における監督・指揮、新規事業開発といった豊富な実務経験を有していることから、引き続

き取締役候補者としました。

５

あかぎ ゆたか

赤 木 豊

(1976年９月４日生)

1999年４月㈱日本エル・シー・エー入社

57,598株

1999年12月㈱イデアリンク（現：㈱イデアプラス）入社

2001年12月同社 取締役

2007年10月同社 代表取締役

2008年５月同社 取締役副社長

2010年８月当社 取締役

2015年６月当社 常務取締役（現任）

2017年10月㈱ライドオンエクスプレス 常務取締役

2017年10月㈱ライドオンデマンド 常務取締役

2020年４月

2022年４月

当社 システム・マーケティング担当（現任）

㈱ライドオンエクスプレス 常務取締役（現任）

【取締役候補者とした理由】

赤木豊氏は、当社のエリアフランチャイザーとしての運営全般における豊富な実務経験及びシ

ステム、デジタルマーケティング分野における見識を有していることから、引き続き取締役候

補者としました。

（注）１. 各候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。
２．当社は役員等賠償責任保険契約を保険会社と締結しており、被保険者がその職務の執行に

関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることの
ある損害を当該保険契約により填補することとしております。各候補者が取締役に就任し
た場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、被保険者の保険料負担はありませ
ん。なお、2025年６月に同内容での更新を予定しております。
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第３号議案 監査等委員である取締役２名選任の件

監査等委員である取締役吉田真氏及び砂子知香氏は本総会終結の時をもって任期

満了となりますので、監査等委員である取締役２名の選任をお願いするものであり

ます。

なお、本議案に関しましては予め監査等委員会の同意を得ております。

監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番 号

氏 名
（生年月日）

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
所有する当
社株式の数

１

よしだ まこと

吉 田 真

(1974年10月17日生)

1997年４月㈱インターテック入社

― 株

2000年４月㈲ゴッタライド（現：㈱ゴッタライド）設立

代表取締役（現任）

2013年５月㈱ダンドリワークス（現：㈱ダンドリワーク）

取締役

2023年６月当社 取締役（監査等委員）（現任）

【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要】

吉田真氏は、経営全般ならびにシステム開発・マーケティング等において幅広い見識を有して

おり、その経歴と経験を活かして適切な指導及び監督を行える人材であるため、監査等委員で

ある取締役候補者としました。その豊富な経験や見識に基づき、独立した客観的な立場から経

営全般に対して助言・提言を行う等、社外取締役として適切な役割を果たしていただけること

を期待しております。

２

すなこ ちか

砂 子 知 香

(1983年２月25日生)

2006年４月㈱岐阜新聞社入社

― 株
2018年４月独国際協力機構入構

2021年３月独国際協力機構グアテマラ事務所派遣

2023年６月当社 取締役（監査等委員）（現任）

【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要】

砂子知香氏は、海外事情に精通しており、国際協力人材の発掘や育成等の経験を活かして、海

外店舗展開の検討及び人材開発・育成を行う当社への適切な指導及び監督を行える人材である

ため、監査等委員である取締役候補者としました。その豊富な経験や見識に基づき、独立した

客観的な立場から経営全般に対して助言・提言を行う等、社外取締役として適切な役割を果た

していただけることを期待しております。なお、同氏は、過去に直接会社経営に関与した経験

はありませんが、上記理由から社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断してお

ります。

（注）１．各候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。
２．吉田真及び砂子知香の両氏は、社外取締役候補者であります。
３．吉田真及び砂子知香の両氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たし

ているため、独立役員として同取引所に届け出ております。
４．吉田真及び砂子知香の両氏の当社監査等委員である社外取締役就任期間は本総会終結の

時をもって２年となります。
５．当社は吉田真及び砂子知香の両氏との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法

第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠
償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額としております。なお、当該責任限定
が認められるのは、当該取締役の職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないとき
に限られます。

６．当社は役員等賠償責任保険契約を保険会社と締結しており、被保険者がその職務の執行
に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずるこ
とのある損害を当該保険契約により填補することとしております。各候補者が取締役に
就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、被保険者の保険料負担は
ありません。なお、2025年６月に同内容での更新を予定しております。
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【ご参考】取締役会構成及びスキルマトリックス（第２号議案、第３号議案が承認さ

れた場合）

氏名
会社における

地位

独立

社外
性別

スキル・経験

経営全般

店舗運営・

出店・マー

ケティング

財務・会計

IT・デジ

タル・テク

ノロジー

人事・労務

・人財開発

法務・リス

クマネジメ

ント

江見 朗 代表取締役社長 男性 ● ●

松島 和之 取締役副社長 男性 ● ● ●

渡邊 一正 取締役副社長 男性 ● ● ● ● ●

冨板 克行 常務取締役 男性 ●

赤木 豊 常務取締役 男性 ● ●

齋藤 正夫
取締役

(監査等委員)
〇 男性 ● ● ●

吉田 真
取締役

(監査等委員)
〇 男性 ● ● ●

砂子 知香
取締役

(監査等委員)
〇 女性 ● ●

※各氏の有する全ての知見や経験を表すものではありません。

以 上
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事 業 報 告

(2024年４月１日から
2025年３月31日まで)

1. 企業集団の現況に関する事項

(1) 事業の経過および成果
当連結会計年度における我が国経済は、新型コロナウイルスの影響が収まり人

流が活発化したことや、雇用・所得環境改善の期待から、景気は堅調な推移をし

ている一方で、ウクライナ情勢や中東地域をめぐる情勢の長期化や、アメリカの

政策動向、長引く円安等により、依然として不透明な状況が続いております。

当社グループの属する宅配食市場におきましては、高齢化社会の進展、単身世

帯の増加、夫婦共働き世帯の増加を背景に、フードデリバリーやテイクアウト等

の中食需要が増加することで堅調に推移をしております。

このような状況の下、当社グループは「ご家庭での生活を『もっと美味しく、

もっと便利に』」を実現するために、「誰もがご自宅にいながらにして享受できる、

より便利で快適な新しいライフスタイルの創出」に貢献していく「次世代ホーム

ネット戦略」を基本戦略として、事業活動に取り組んでまいりました。

当連結会計年度においては、ゴールデンウィークやお盆、年末年始などの繁忙

期に実行したデリポイントの活用や、テレビＣＭなどの販売戦略により、売上高

はほぼ予想どおりに推移をいたしました。しかしながら、前連結会計年度に実施

した直営店の閉店、提携レストランの宅配代行サービス「ファインダイン」のサ

ービス終了などにより、売上高は前年同期に比べ減少いたしました。一方で、10

月に実施した価格改定により売上原価の改善がみられるものの、仕入価格の高騰

などに伴う影響等により、売上原価は増加しております。また、ゴールデンウィ

ークや９月のシルバーウィーク、年末年始期間におけるテレビＣＭの放映や、積

極的なデリポイント施策の実施等によるマーケティングコスト等がありましたが、

売上高の減少に伴う変動費の減少により、販売費及び一般管理費は前年同期に比

べ減少いたしました。

営業外損益においては、投資有価証券の評価損、加盟店舗の買い取りによる店

舗買取損、直営店舗の売却による固定資産売却益を計上しております。

特別損失においては、直営店舗の保有する資産等を減損損失として計上してお

ります。

その結果、当連結会計年度の業績は売上高23,393百万円（前年同期比2.5％減）、

営業利益781百万円（前年同期比26.8％減）、経常利益721百万円（前年同期比29.5

％減）、親会社株主に帰属する当期純利益333百万円（前年同期比8.6％減）となり

ました。

財政状態においては、当連結会計年度末における資産合計は、前連結会計年度

末に比べ18百万円増加し、12,996百万円となりました。当連結会計年度末におけ

る負債合計は、前連結会計年度末に比べ748百万円減少し、4,966百万円となりま
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した。当連結会計年度末における純資産合計は、前連結会計年度末に比べ766百万

円増加し、8,030百万円となりました。

主な活動状況は以下のとおりです。

① 店舗・拠点

当連結会計年度末におけるＦＣを含むチェーン全体の店舗数は742店舗（直営

256店舗、ＦＣ店486店舗）、拠点数は371拠点（直営105拠点、ＦＣ266拠点）とな

りました。

※当社グループのチェーンでは、商品を宅配するための事業所を全国に配置しており、これを「拠
点」と呼んでおります。また、消費者に提供するメニューの種類ごとに設置される設備（宅配
寿司「銀のさら」や宅配御膳「釜寅」等）、及び「ファインダイン」における消費者が選ぶこと
のできる提携レストランのラインナップ（メニュー）毎の配送機能を「店舗」と呼び、一つの
「拠点」に複数の「店舗」を設置することがあります。

店舗数・拠点数の推移は、以下のとおりであります。

[店舗数の推移]

区分 ブランド
前連結
会計
年度末

新規
出店

閉店
区分変更 当連結

会計
年度末増加 減少

直営 銀のさら 102 ２ △２ ４ △４ 102

釜寅 84 ４ △１ ４ △３ 88

すし上等！ 51 １ － ２ △２ 52

銀のさら 和 10 － － － － 10

ファインダイン 12 － △12 － － －

その他 ２ ２ － － － ４

直営合計 店舗数 261 ９ △15 10 △９ 256

ＦＣ 銀のさら 273 － △７ ４ △４ 266

釜寅 146 － △５ ３ △４ 140

すし上等！ 84 １ △５ ２ △２ 80

ＦＣ合計 店舗数 503 １ △17 ９ △10 486

チェーン合計 店舗数 764 10 △32 19 △19 742

(注)１．区分変更における直営店舗の増加は、主にＦＣ店舗が閉店したエリアに直営店舗が出店し
たことによるものであり、ＦＣ店舗の増加とは、直営店舗の加盟企業への売却によるもの
です。

２．宅配寿司「すし上等！」は、商品内容と価格帯を刷新した宅配寿司「銀のさら 和（なご
み）」へのリブランド検証を直営店の一部店舗で実施しております。

３．来店型の和食レストラン及び宅配サービス「ＤＥＫＩＴＡＴＥ」の店舗数は、直営の「そ
の他」に記載しております。

４．非連結子会社であるRIDE ON INTERNATIONAL (THAILAND) Co.,Ltd.の１店舗が、直営の「そ
の他」に含まれております。

５．宅配代行サービス「ファインダイン」は、2024年５月26日をもってサービスを終了いたし
ました。
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[拠点数の推移]

拠点
前連結
会計
年度末

拠点
開設

拠点
閉鎖

区分変更 当連結
会計
年度末増加 減少

直営 拠点数 105 ４ △４ ４ △４ 105

ＦＣ 拠点数 273 － △７ ４ △４ 266

チェーン合計 拠点数 378 ４ △11 ８ △８ 371
(注)非連結子会社であるRIDE ON INTERNATIONAL (THAILAND) Co.,Ltd.の１拠点が含まれております。

② 各ブランドの状況

商品戦略としましては、宅配寿司「銀のさら」では期間限定商品として「大生

エビ」、「ピュアレッドサーモン」、10月からはエリア限定で「本マグロ大トロ」、

「生本ズワイガニ」を使用した商品を提供いたしました。５月の「母の日」、６月

の「父の日」におきましては、「銀のさら」ＷＥＢ会員に対して調査を実施し、そ

の回答結果を元に人気の寿司ネタを集めた特別商品「感謝(かんしゃ)」、「ありが

とう」を、８月のお盆期間におきましては限定商品の「花火」、年末年始期間では

「寿（ことぶき）」を、それぞれの期間で販売をしております。そして、公式サイ

ト限定で販売するスペシャル商品として、「いま！これ！勝負ネタ」シリーズを数

量限定・期間限定で提供しております。４月には近畿大学水産研究所で人工ふ化

から種苗生産として生まれた「近大生まれブリヒラ」、７月には北海道オホーツク

海で獲れた天然のホタテを使用した「北海道特大ホタテ」、９月には北海道の海が

育んだ「極上さんま」、10月にはエリア限定で「国産天然本マグロのたたき」、「天

然エビ」を提供いたしました。また、当社初となる冷凍寿司「ご自宅にぎり寿司

（岩手県秋）」を、10月より岩手県内やＥＣサイトで販売を開始いたしました。

宅配御膳「釜寅」においては、前連結会計年度の３月より、ブランド誕生20周

年を記念して「創業20周年キャンペーン」企画を実施しております。約５年の歳

月をかけ大幅にリニューアルし、パワーアップさせた定番人気商品「鯛釜飯」の

販売や、６月には具材を“２パターン”選べるハーフ＆ハーフの釜飯で、さらに

トッピングを選び自分好みにカスタマイズできる「選べる釜飯」を販売いたしま

した。また、公式サイト限定で販売するスペシャル商品として、北海道函館本線

森駅の名物駅弁「いかめし阿部商店」とコラボレーションをした「柔らかイカ釜

飯」を、10月より期間限定で販売いたしました。

なお、資源価格の上昇や円安等による仕入れ環境の変化を受けて、宅配寿司

「銀のさら」、宅配御膳「釜寅」、宅配寿司「すし上等！」において、10月に商品価

格の改定を行っております。

販売戦略としましては、利用機会の創出と新規顧客の獲得を目的として、繁忙

期であるゴールデンウィークと９月のシルバーウィーク、11月から12月の年末期

間にテレビＣＭを放映しております。また、自社電子ポイント「デリポイント」

を活用し、さらなる利用機会を創出するため、繁忙期や機会点において戦略的に
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ポイントを発行し、顧客に向けた販売促進及び認知度向上のための施策を実施い

たしました。

「銀のさら」においては、年末年始を含む12月、１月が、年間において一番お

客様のご利用数が多く、収益を獲得できる時期であるため、クリスマス期間限定

の商品販売やデリポイントキャンペーン、年末年始には高級食材を使用した期間

限定桶の提供及び早期ＷＥＢ予約の受付、年末年始該当期間のお客様を対象とし

たデリポイントキャンペーンなど、お客様満足度・利便性及び収益性の向上、新

規顧客の獲得に取り組んでまいりました。また、2025年３月に創業25周年を迎え

るのを記念して、25個の企画で「笑顔」を届ける25周年プロジェクトを、2025年

１月より開始しております。

既存顧客に向けては、顧客属性にあわせた計画的なＤＭの実施、メールマガジ

ンの配信、ＬＩＮＥ公式アカウントからの情報発信、公式アプリからのプッシュ

通知等、ＣＲＭ（※）の確立に向けた活動を行っております。また、電子決済サ

ービスの導入を拡充するなど、顧客の利便性向上に努めております。

※Customer Relationship Managementの略。顧客接点での情報を統合管理し、顧客との長期的な関
係性を構築、製品・サービスの継続的な利用を促すことで収益の拡大を図るマーケティング手
法。

宅配寿司「銀のさら」においては、テイクアウト併設型店舗の出店を推進して

おります。従来のデリバリーでの注文に加え、テイクアウトでの需要に応えるこ

とで、利便性の向上と新たな顧客層の開拓を進めてまいります。

また、検証を進めておりました来店型の和食レストラン「銀のさら」につきま

しては、「美味しい蕎麦をお手軽に」をコンセプトにし、"蕎麦"をセルフサービス

形式にて提供する新業態「最上（もがみ）製麺」へと、2024年12月に業態変更を

行いました。

提携レストランの宅配代行サービス「ファインダイン」においては、競合や採

用環境の変化により、今後の継続的なサービス提供が困難であるという結論に至

りましたため、2024年５月26日をもってサービスを終了いたしました。

「専門店の美味しさをご自宅でも！」をコンセプトに、専門店のこだわりの味

をお届けする宅配サービス「ＤＥＫＩＴＡＴＥ」においては、牛タン、とんかつ、

炭火焼肉、鰻等といった商品を提供し、検証を進めております。

2024年４月18日付でライドオン・エースタート３号投資事業有限責任組合を設

立いたしました。中長期的な視野で将来性のある技術系ベンチャー企業等への投

資を推進していくことで、グループ全体として、短期的なシナジー効果に拘らず、

先進技術への知見を深めていきたいと考えております。

また、新業態として、三段重スタイルで提供する新感覚のうな重を開発し、視

覚・味覚ともに楽しめる、今までにない新しいうな重体験を提供する「鰻や のぼ
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り」を、2025年１月24日に東京都品川区に出店いたしました。

そして、グループ企業であるRIDE ON INTERNATIONAL (THAILAND) Co.,Ltd.にお

いて、タイ・バンコクの中心部に誕生した「One Bangkok」内の商業施設に本格和

食料理を提供する「SUSHI&UNAGI GIN SARA（すし＆うなぎ ぎん さら）」を、2025

年３月31日に出店いたしました。

(2) 設備投資の状況
当連結会計年度における設備投資の総額は379,696千円であり、主に新店舗の出

店、既存店舗の移転を目的とした設備投資を実施いたしました。設備投資額の内

訳は、建物144,914千円、車両運搬具6,689千円、工具、器具及び備品114,610千

円、店舗運営システム及びＷＥＢ受注システム等への設備投資額が、113,462千円

であります。

なお、上記設備投資額には、資産除去債務会計基準適用による増加額は含まれ

ておりません。

(3) 資金調達の状況
特記事項はありません。

(4) 対処すべき課題
当社グループは、「ビジネスを通じ、相手の幸せが自らの喜びと感ずる境地を目

指す」という企業理念に基づき、お客様の「ご家庭での生活を『もっと美味しく、

もっと便利に』」を実現していくことが、当社グループの使命であると認識してお

ります。

現在、当社グループでは、宅配事業における拠点ブランドとして宅配寿司「銀

のさら」を、複合化ブランドとして宅配御膳「釜寅」、宅配寿司「すし上等（※）」

を展開しております。これら全国の宅配拠点（デリバリーネットワーク）、及び事

業活動において構築した顧客データベースやマーケティングノウハウ等のリソー

スとシナジー効果のある業務提携、Ｍ＆Ａ、ファンドからの出資等を行うことに

より、「誰もがご自宅にいながらにして享受できる、より便利で快適な新しいライ

フスタイルの創出」に貢献していく「次世代ホームネット戦略」を基本戦略とし

ております。

※2025年４月より、ブランド名称を宅配寿司「すし上等！」から、宅配寿司「すし上等」へ変更い
たしました。

その経営環境においては、日本国内では少子高齢化の進展により総人口が減少

することで、食料消費の絶対量は減少していくものとみられます。しかしながら、

その消費形態は単身世帯の増加、夫婦共働き世帯の増加を背景に、フードデリバ

リーやテイクアウト等の中食消費が増加する等、ライフスタイルに変化が起きて

おり、新型コロナウイルス感染症の影響によって、フードデリバリー需要はさら
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に急拡大いたしました。中長期的には、ライフスタイルの変化が進展することに

伴い、フードデリバリー需要は堅調に推移すると考えております。

その一方で、世界人口の増加による食料問題と併せ、各国の水産物需要の高ま

り等により、水産資源の枯渇化や国際的な漁獲制限がなされる等、水産物の仕入

環境はより一層厳しくなっていくものと考えられます。また、新型コロナウイル

スの終息に伴う需要の増加、為替の影響、ウクライナ情勢の長期化等を背景に世

界的な物価上昇が続いていることで、原材料の仕入れ環境は厳しい状況が続いて

おります。

当社グループにおいても、仕入価格上昇の影響がありますが、宅配寿司「銀の

さら」をはじめとするオリジナルブランドの品質向上や、生産性の向上等によっ

て、収益力の強化とチェーン運営効率の最適化を図ってまいります。また、海外

市場への出店等、新規事業への投資を適切に判断、実行することにより、新たな

市場の開拓を行ってまいります。

当社グループは、今後の事業展開において、基本戦略を遂行するため、以下の

課題に取り組んでまいります。

①収益力の強化

ａ.新規ユーザーの獲得及びリピート注文の促進

2024年度の当社グループのチェーン総売上高（※１）は、宅配寿司（「銀のさ

ら」「すし上等！」「銀のさら 和（なごみ）」）342億円、宅配御膳「釜寅」49億

円となっております。

当社グループの宅配事業においては、新規顧客の獲得に加え、リピート顧客

の再注文が収益を上げる上で重要な要素となっております。そのため、宅配寿

司「銀のさら」をはじめとする当社グループの各ブランドにおいて、それぞれ

のコアターゲットとする顧客層のニーズを把握し、新商品の開発、メニュー改

定等を実施するとともに、個々のニーズに合わせた利用喚起を行うことが重要

な課題であると考えております。従前からの販売促進手法であるメニュー・折

込チラシの効率的な配布や顧客属性に合わせた計画的なＤＭの実施に加え、Ｓ

ＮＳや公式アプリからの情報発信、当社グループのブランドで使用可能な自社

電子ポイント「デリポイント」等を活用して顧客接点を増やし、利用機会の創

出に努めてまいります。また、インターネット経由での注文が増加してきてい

ることから、自社ＷＥＢ注文サイト及び公式注文アプリの利便性の向上、ＷＥ

Ｂ注文促進の各種施策を推進してまいります。

なお、株式会社富士経済の調べによる「外食産業マーケティング便覧2024

No.２（※２）」においては、2023年における宅配寿司市場の市場規模は603億

円、宅配釜飯市場の市場規模は58億円と推計される旨が記載されております。

※１ 2024年度の当社グループのチェーン総売上高は、2024年４月から2025年３月の実績値とな
ります。
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※２ 株式会社富士経済の調べにおける「宅配寿司市場」には、来店型寿司店等の出前及びファ
ミリーレストラン、スーパーマーケット、コンビニエンスストア等の宅配は含まれており
ません。「宅配釜飯市場」には、来店型釜飯店、和食レストラン等の宅配は含まれており
ません。また、株式会社富士経済の調べにおける「2023年」とは、各企業の１月から12月
の実績値となります。
なお、掲載しております市場規模のデータにつきましては、当社グループが事業環境の説
明を行う上で、参考となりうる情報として記載しておりますので、調査方法や調査対象企
業、調査時期等により市場規模数値は異なる可能性があります。

ｂ.オペレーションシステムの強化、開発

労働人口の減少に伴い、採用競争が激しくなる環境下においては、システム

の活用による生産性の向上が店舗運営及び戦略立案上、重要であると認識して

おります。当社グループにおいては、店舗及びＷＥＢにおける受注システム、

ならびに注文・顧客・店舗運営管理情報等を格納するシステムを自社にて開発、

構築しており、それらを活用して効率的な店舗運営、分析等を行っております。

これらのシステムを強化、開発することにより、店舗運営効率の向上を行って

まいります。

②新規市場の開拓

当社グループの属する宅配食市場においては、高齢化社会の進展、単身世帯

の増加等を背景に、フードデリバリーやテイクアウト等の中食需要が増加する

ことで堅調に推移しており、新型コロナウイルス感染症の影響によって、フー

ドデリバリー需要は拡大いたしました。中長期的には、ライフスタイルの変化

が進展することに伴い、フードデリバリー需要は今後も堅調に推移すると考え

ております。このような環境のもと、当社グループにおいては、オリジナルブ

ランドの品質向上に努めるとともに、主力ブランドである宅配寿司「銀のさら」

の認知度、ブランド力を活かして、新たな収益を見込める海外市場への出店・

検証を強化してまいります。また、宅配事業の運営により蓄積した知見を活か

し、新たなオリジナルブランドの開発に取り組むとともに、Ｍ＆Ａや事業提携

などによってもブランドを増やしていくことを検討してまいります。

今後の成長に向け、新規事業への投資を積極的に行っていく一方で、投資判

断を適切に行うことにより、経営資源の適正化と効率化を図ってまいります。

③人財（※）の採用及び育成

少子高齢化の進展による労働人口の減少に伴い、採用環境は今後も競争が激

しくなっていくものと考えられます。当社グループは、社員（店舗運営及び店

舗支援社員、本部サポート社員）ならびに店舗運営に携わるクルー（アルバイ

ト、パート）で構成されており、事業運営において適正な人員の採用と育成を

行うことは重要な課題であると認識しております。

社員採用においては、新卒採用、中途採用に加え、既存店舗のクルーからの

社員登用を積極的に行っております。クルー採用においては、採用計画に応じ

て、採用媒体への掲載、クルー紹介制度等を効果的に活用し、店舗運営におけ

る適正な人員数の採用を行っております。
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また、高い店舗運営能力・技術を必要とする店長候補の育成のために店舗オ

ペレーションや店舗マネジメントの専門的な教育のほか、テクニカルスキル及

びヒューマンスキルについて、段階的に学ぶ環境を整備しております。本部サ

ポート社員においては、段階別（新入社員、管理職等）研修、目的別研修、オ

ンラインでの動画研修等を適宜実施しております。クルーにおいては、オンラ

インでの動画研修や安全運転実技講習会への参加等、商品力の向上、接客、安

全運転への教育を重要視しております。また、クルーのモチベーションの向上

が当社グループの業績に好影響を与えると考えていることから、定期的にサー

ビス・業務効率向上のためのキャンペーンや、成果発表会及び表彰イベントを

開催し、モチベーションの維持・向上に取り組んでおります。

上記の採用、育成活動を都度ブラッシュアップし、優秀な人財の採用・育成

に努めてまいります。

※当社グループでは、従業員は当社グループの運営を担う上で重要な存在であると考え、「材」
ではなく「財」の字を用いて「人財」と表記しております。

株主の皆様におかれましては、今後とも変わらぬご支援を賜りますようお願い
申し上げます。

(5) 財産および損益の状況の推移

区 分
第21期

自 2021年４月１日
至 2022年３月31日

第22期
自 2022年４月１日
至 2023年３月31日

第23期
自 2023年４月１日
至 2024年３月31日

第24期
自 2024年４月１日
至 2025年３月31日

売 上 高 (百万円) 25,703 25,353 23,995 23,393

経 常 利 益 (百万円) 1,999 1,099 1,024 721

親会社株主に帰属する
当期純利益

(百万円) 1,246 546 364 333

１ 株 当 た り
当 期 純 利 益

(円) 119円30銭 55円64銭 37円43銭 34円15銭

総 資 産 (百万円) 11,444 13,539 12,978 12,996

純 資 産 (百万円) 7,356 7,131 7,263 8,030

(注）１株当たり当期純利益は、期中平均発行済株式総数に基づき算出しております。
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(6) 重要な親会社および子会社の状況

①親会社の状況

該当事項はありません。

②子会社の状況

名称
資本金又は
出資金総額
（百万円）

主要な事業の内容

議決権の
所有割合

又は出資割合
（％）

株式会社ライドオンエクスプレス 120

宅配事業
（フランチャイズ本部機能、
直営店舗及び宅配代行の運
営に関する事業）

100.0

ライドオン・エースタ
ート１号投資事業有限
責任組合

1,100 投資事業 99.9

ライドオン・エースタ
ート２号投資事業有限
責任組合

1,000 投資事業 99.9

ライドオン・エースタ
ート３号投資事業有限
責任組合

150 投資事業 99.3

(注）当社の連結子会社は、上記の重要な子会社４社であります。

③事業年度末日における特定完全子会社の状況

特記事項はありません。

(7) 主要な事業内容（2025年３月31日現在）

当社グループは、以下の内容を主な事業としています。

①フードデリバリー事業の運営

②フランチャイズ本部の運営、加盟店募集及び指導育成
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(8) 主要な営業所および工場（2025年３月31日現在）
①当社
本社 東京都港区

②子会社 株式会社ライドオンエクスプレス
本社 東京都港区
研修センター 東京都港区
テストキッチン 東京都港区
直営拠点 105拠点（以下の表に記載のとおり）

地区 拠点 地区 拠点

北海道 ２拠点 愛知県 14拠点

宮城県 １拠点 三重県 ４拠点

秋田県 １拠点 大阪府 １拠点

山形県 １拠点 兵庫県 １拠点

福島県 １拠点 岡山県 １拠点

茨城県 １拠点 徳島県 １拠点

群馬県 ３拠点 高知県 １拠点

埼玉県 ６拠点 福岡県 ４拠点

千葉県 １拠点 佐賀県 １拠点

東京都 32拠点 熊本県 ２拠点

神奈川県 14拠点 鹿児島県 １拠点

新潟県 １拠点 沖縄県 １拠点

岐阜県 ３拠点 タイ王国 １拠点

静岡県 ５拠点
(注）非連結子会社であるRIDE ON INTERNATIONAL (THAILAND) Co.,Ltd.の１拠点が含まれております。

(9) 従業員の状況（2025年３月31日現在）

区 分 従業員数
前連結会計年度

末比増減
平均年齢 平均勤続年数

男 性 20名 ２名減 43.2歳 11.7年

女 性 ８名 ２名減 35.9歳 8.3年

合計又は平均 28名 ４名減 41.4歳 10.7年

(注) 上記は、正規従業員、契約社員数の状況であり、パートタイマー等は含んでおりません。

(10)主要な借入先の状況（2025年３月31日現在）

借 入 先 借入金残高

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 660,000 千円

株 式 会 社 横 浜 銀 行 384,100 千円

株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 300,008 千円

株 式 会 社 り そ な 銀 行 275,009 千円

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 30,550 千円
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2. 会社の株式に関する事項（2025年３月31日現在）

(1) 発行可能株式総数 40,000,000株

(2) 発行済株式の総数 10,918,529株

(3) 株 主 数 28,623名（前期比 1,122名増）

(4) 大 株 主

株 主 名
当社への出資状況

持株数 持株比率

株式会社エミＡ＆Ｙ 2,113,700株 21.62％

江見 朗 738,769株 7.56％

日本マスタートラスト信託銀行株式会社
（信託口）

699,000株 7.15％

松島 和之 201,414株 2.06％

冨板 克行 172,683株 1.77％

株式会社日本カストディ銀行（信託口） 163,200株 1.67％

渡邊 一正 128,005株 1.31％

水谷 俊彦 84,000株 0.86％

ＴＨＥ ＢＡＮＫ ＯＦ ＮＥＷ ＹＯＲ
Ｋ ＭＥＬＬＯＮ 140040

77,300株 0.79％

中村 格彰 67,900株 0.69％

（注）当社は自己株式1,140,586株を保有しておりますが、上記大株主から除いております。また、
持株比率は自己株式を控除して計算しております。

(5) 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況

区分 株式数 交付対象者数

取締役（監査等委員である取締役
及び社外取締役を除く。）

19,374株 ５名

社外取締役（監査等委員である取
締役を除く。）

－ －

監査等委員である取締役 － －

(6) その他株式に関する重要な事項

該当事項はございません。
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3. 新株予約権等に関する事項（2025年３月31日現在）

(1) 当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約

権の状況

該当事項はございません。

(2) 当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株

予約権の状況

該当事項はございません。

(3) その他新株予約権等に関する重要な事項

該当事項はございません。
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4. 会社役員に関する事項

(1) 取締役の氏名等（2025年３月31日現在）

会社における地位 氏 名 担当および重要な兼職の状況

代表取締役社長 江見 朗
株式会社ライドオンエクスプレス 代表取締役社長
株式会社ライドオンシーズ 代表取締役社長

取締役副社長 松島 和之
宅配事業統括
株式会社ライドオンエクスプレス 取締役副社長

取締役副社長 渡邊 一正
経営企画・人事・経理財務、投資戦略統括
株式会社ライドオンエクスプレス 取締役副社長
株式会社エースタート 代表取締役

常務取締役 冨板 克行
宅配事業担当
株式会社ライドオンエクスプレス 常務取締役

常務取締役 赤木 豊
システム・マーケティング担当
株式会社ライドオンエクスプレス 常務取締役

取締役
（監査等委員）

齋藤 正夫 齋藤正夫公認会計士事務所 代表

取締役
（監査等委員）

吉田 真 株式会社ゴッタライド 代表取締役

取締役
（監査等委員）

砂子 知香

(注) １．会社法第２条第15号に定める社外取締役 齋藤正夫氏、吉田真氏、砂子知香氏
２．当社は、社外取締役である齋藤正夫氏、吉田真氏及び砂子知香氏を独立役員として、東京

証券取引所に届け出ております。
３．齋藤正夫氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を

有するものであります。
４．当社は、監査等委員会の職務を補助するものとして、監査等特命役員を配置しており、日

常的な監査を実施するとともに、内部統制システムを通じた組織的監査を実施することに
より監査の実効性を確保していることから、常勤の監査等委員を選定しておりません。

(2) 責任限定契約の内容の概要
当社は、取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）と会社法第423条第１

項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額
は、会社法第425条第１項に定める額を責任の限度としております。

(3) 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会

社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は、当社の取締役、
執行役員及び管理職従業員であり、被保険者は保険料を負担しておりません。当
該保険契約により保険期間中に被保険者に対して提起された損害賠償請求にかか
る訴訟費用及び損害賠償金等が補填されることとなります。

ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、当該
被保険者が法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損
害の場合には補填の対象とならないなど、一定の免責事由があります。
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(4) 取締役の報酬等の額
①取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項

当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針（以下、決定方針と
いう。）を取締役会の決議により定めております。2022年２月15日の取締役会に
おいて、指名・報酬委員会設置に伴い決定方針の改定の決議を行いました。

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬は、基本報酬及び譲渡制限
付株式報酬により構成いたします。個人別の基本報酬の額は、各取締役の役割、
職責及び業績、今後の経営戦略を総合的に勘案し、株主総会において決議され
た報酬の限度内で取締役会から委任を受けた指名・報酬委員会にて決定いたし
ます。非金銭報酬等である譲渡制限付株式報酬は、当社の企業価値の持続的な
向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有
を進めることを目的とし、各取締役への具体的な支給時期及び配分については、
指名・報酬委員会の答申を得た上で、株主総会において決議された報酬の限度
内で取締役会にて決定いたします。

非金銭報酬等の内容

対象者
当社の取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を
除く）

株式報酬枠 年額１億円以内

割り当てる株式の種類
及び割り当ての方法

普通株式（割当契約において譲渡制限を付したもの）を発
行

割り当てる株式の総数 対象取締役に対して合計で年５万株以内

払込金額
取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所にお
ける当社の普通株式の終値を基礎として、対象取締役に有
利とならない金額で当社取締役会が決定

譲渡制限期間
割当日より20年から30年の間で当社取締役会が予め定める
期間

譲渡制限の解除条件
譲渡制限期間の満了をもって制限を解除
但し、任期満了、死亡その他正当な理由により退任した場
合、譲渡制限を解除

当社による無償取得
譲渡制限期間中に、法令違反その他当社取締役会が定める
事由に該当する場合、割当株式を全て当社が無償取得する
ことができる

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の種類別の割合について
は、各取締役の役割、職責及び業績、今後の経営戦略を総合的に勘案し決定い
たします。

監査等委員である取締役の報酬等の額は、基本報酬のみで構成し、常勤、非
常勤の別、監査業務等を勘案し、株主総会において決議された報酬の限度内で
監査等委員である取締役の協議により決定いたします。
なお、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の個人別の報酬等の内容の

決定に当たっては、指名・報酬委員会が決定方針との整合性を含めた多角的な
検討を行っているため、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判
断しております。
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②取締役及び監査等委員の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の金銭報酬の額は、2015年６月25

日開催の第14期定時株主総会において、年額1,000百万円以内（使用人兼務取締
役の使用人分給与は含まない。）と決議されております。当該定時株主総会終結
時点の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の員数は６名です。また、当
該金銭報酬とは別枠で、2020年６月26日開催の第19期定時株主総会において、
譲渡制限付株式報酬の額を年額100百万円以内、株式数の上限を年５万株以内と
決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役（監査等委員である
取締役を除く。）の員数は６名です。
監査等委員である取締役の金銭報酬の額は、2015年６月25日開催の第14期定

時株主総会において、年額100百万円以内と決議されております。当該定時株主
総会終結時点の監査等委員の員数は３名です。

③取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当社は、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の個人別の基本報酬の額

については、取締役会より委任された指名・報酬委員会にて決定いたします。
指名・報酬委員会は、代表取締役が上程した報酬額案に対して委員で十分な審
議を行い、その後委員の過半数の賛成により決定いたします。
権限を委任した理由は、独立社外取締役を委員長とし、委員の過半数を独立

社外取締役で構成する指名・報酬委員会に委任することにより、報酬の決定に
関する独立性・客観性が高まると判断したからであります。指名・報酬委員会
の体制は下記のとおりです。

委員長：齋藤正夫（社外取締役）
委員 ：吉田真（社外取締役）、江見朗（代表取締役社長）

④取締役の報酬等の総額等

役員区分
報酬等の
総額

（百万円）

報酬等の種類別の総額（百万円） 対象となる
役員の員数
（人）基本報酬 非金銭報酬等

取締役
（監査等委員を除く）

247 227 20 ５

取締役
（監査等委員）

（うち社外取締役）

７
（７）

７
（７）

－
３

（３）

(注) １．期末現在の人員は、取締役（監査等委員を除く）５名、取締役（監査等委員）３名（う
ち社外取締役３名）であります。

２．非金銭報酬等として取締役（監査等委員を除く）に対して譲渡制限付株式報酬を交付し
ております。当該譲渡制限付株式報酬の交付状況は、２.会社の株式に関する事項に記載
のとおりです。
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(5) 社外役員に関する事項
取締役（監査等委員） 齋藤正夫、吉田真、砂子知香

①他の法人等の業務執行者の兼任状況

社外取締役（監査等委員）齋藤正夫氏は、齋藤正夫公認会計士事務所の代

表を兼務しております。当社グループとの間に、特別の利害関係はございま

せん。

社外取締役（監査等委員）吉田真氏は、株式会社ゴッタライドの代表取締

役を兼務しております。当社グループとの間に、特別の利害関係はございま

せん。

②他の法人等の社外役員の兼任状況

該当事項はございません。

③主要取引先等特定関係事業者との関係

該当事項はございません。

④当事業年度における主な活動状況

氏 名
出席会議および

出席状況
発言状況および期待される役割に

関して行った職務の概要

齋藤 正夫氏

取締役
(監査等委員)

取締役会
23回中23回 出席

監査等委員会
14回中14回 出席

当事業年度開催の取締役会、監査等委員会
全てに出席し、公認会計士としての専門的
な立場から経営に有益な助言・提言を適宜
行っております。

吉田 真氏

取締役
(監査等委員)

取締役会
23回中23回 出席

監査等委員会
14回中14回 出席

当事業年度開催の取締役会、監査等委員会
全てに出席し、経営全般ならびにシステム
開発・マーケティング等の経験から培った
深い見識により経営に有益な助言・提言を
適宜行っております。

砂子 知香氏

取締役
(監査等委員)

取締役会
23回中23回 出席

監査等委員会
14回中14回 出席

当事業年度開催の取締役会、監査等委員会
全てに出席し、国際協力人材の発掘や育成
等の経験から経営に有益な助言・提言を適
宜行っております。
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5. 会計監査人の状況

(1) 会計監査人の名称

太陽有限責任監査法人

(2) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

報酬等の額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 27,400 千円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他
の財産上の利益の合計額

30,775 千円

(注) １．会計監査人の報酬等について監査等委員会が同意した理由
監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を
踏まえ、前事業年度の監査計画と実績の比較、監査時間及び報酬額の推移を確認した上、
当事業年度の監査予定時間及び報酬額の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬につき、
会社法第399条第１項の同意を行っております。

２．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基
づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので当事
業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

(3) 非監査業務の内容
該当事項はありません。

(4) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針
会計監査人が会社法第340条第１項各号のいずれかに該当すると判断した場合、

監査等委員会は、監査等委員全員の同意により会計監査人を解任いたします。

また、会計監査人の再任の可否については、会計監査人の適格性、独立性及び

職務の遂行状況等に留意し、毎期検討を行います。

その結果、不再任が妥当と判断した場合、監査等委員会は、会計監査人の不再

任に関する株主総会提出議案の内容を決定いたします。

(5) 会計監査人が受けた過去２年間の業務停止処分
金融庁が2023年12月26日付で発表した処分の概要

①処分対象

太陽有限責任監査法人

②処分内容

ａ．契約の新規の締結に関する業務の停止 ３ケ月（2024年１月１日から同年
３月31日まで。ただし、既に監査契約を締結している被監査会社につい
て、監査契約の期間更新や上場したことに伴う契約の新規の締結を除く。）

ｂ．業務改善命令（業務管理体制の改善）
ｃ．処分理由に該当することとなったことに重大な責任を有する社員が監査業
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務の一部（監査業務に係る審査）に関与することの禁止 ３ケ月（2024年
１月１日から同年３月31日まで）

③処分理由

他社の訂正報告書等の監査において、同監査法人の社員である２名の公認会
計士が、相当の注意を怠り、重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないも
のと証明したため。
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6. 会社の体制および方針

(1) 業務の適正を確保するための体制
①取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため
の体制
当社グループは、取締役及び使用人が法令及び定款に適合する職務を遂行す

るために、社内における行動規範を制定し、法令順守はもちろんのこと、社内
におけるコンプライアンスに対する意識の向上に努める。代表取締役はコンプ
ライアンス担当役員及び内部監査人を任命し、内部監査室は、コンプライアン
ス体制の調査、法令ならびに定款上の問題の有無を調査し、取締役会等におい
てこれを報告する。

②取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する事項
取締役の職務の執行に係る情報は、文書管理規程に基づき文書化または電磁

的媒体に記録し、整理・保存する。その他、社内規程の定めるところに従い、
定められた期間適切に保存するとともに、必要に応じて取締役、監査等委員で
ある取締役（以下、「監査等委員」という。）、監査法人等が閲覧・謄写可能な
状況にて管理を行う。

③損失の危機の管理に関する規定その他の体制
当社は、リスクマネジメント規程に基づき、リスクマネジメント委員会にお

いてグループ全体のリスク管理を行う。各部署においては、内在するリスクの
把握、分析、評価を行った上、業務マニュアルを作成しリスクマネジメントを
行う。

内部監査室は、各部署のリスク管理状況を監査し、結果を取締役会等で報告
する。新たなリスクが生じた場合に備え、予めリスク管理統括責任者を中心に
必要な対応方針を整備し、損失を最小限にとどめるための各部署間の連携体制
を構築しておく。

④取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

ａ．取締役の職務の執行を効率的に行うため、取締役会を毎月１回定時に開催
する他、適宜臨時に開催する。全社的な目標を定め共有し、各取締役は、
当該目標達成に向けて各部署における効率的な達成方法を定めるものとす
る。運営結果については、定時の取締役会で報告、検証、分析され、全社
的な業務効率化を図っていく。

ｂ．子会社の法務、人事及び経理業務等については、当社の担当部署が支援を
行うとともに、「関係会社管理規程」に基づき子会社の業務を管理し、当
社グループ全体の業務の整合性と子会社の役職員の効率的な職務執行を確
保する。

⑤当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
ａ．当社グループにおける内部統制の構築を目指し、グループ全体の内部統制

部署を定めるとともに、内部統制に関する協議、情報の共有化、指示、要
請の伝達が効率的に行われるシステムを含む体制を構築する。
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ｂ．当社の役職員が子会社の取締役に就くことにより、当社が子会社の業務の
適正を監視し、子会社の業務及び取締役の職務の執行の状況を定期的に当
社の取締役会に報告できる体制とする。

⑥監査等委員会の職務を補助すべき使用人に対する体制ならびにその使用人の
監査等委員を除く取締役からの独立性に関する事項
監査等委員会の職務を補助すべき使用人として、監査等特命役員を配置す

る。監査等委員会より監査業務に必要な命令を受けた当該使用人は、その命令
に関して、監査等委員を除く取締役の指揮命令を受けないものとし、また、当
該使用人の任命・解任・評価・人事異動・賃金の改定等については、監査等委
員会の同意を得た上で決定するものとし独立性を確保する。

⑦監査等委員を除く取締役及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制
その他の監査等委員会への報告に関する体制、その他の監査等委員会の監査
が実効的に行われることを確保するための体制
ａ．監査等委員を除く取締役または使用人は、監査等委員会に対して当社グル

ープに重大な影響を及ぼす事項、内部監査実施状況等につき速やかに報告
するものとする。
監査等委員は、重要な意思決定の状況を把握するため、取締役会等の重
要会議に出席するとともに、稟議書類等業務執行に係る重要書類を閲覧
し、監査等委員を除く取締役及び使用人に説明を求めることのできる体
制を構築する。

ｂ．子会社役員等は、監査等委員会に対して当社グループに重大な影響を及ぼ
す事項、内部監査実施状況等につき速やかに報告するものとする。

ｃ．当社グループは、監査等委員会へ報告をした者が当該報告をしたことを理
由に不利な取扱いを受けない旨、周知徹底する。

ｄ．監査等委員は、重要な意思決定の状況を把握するため、子会社の取締役会
等の重要会議に出席するとともに、稟議書類等業務執行に係る重要書類を
閲覧し、子会社役員等に説明を求めることのできる体制を構築する。

ｅ．監査等委員を除く取締役は、監査等委員がその職務の執行について生ずる
費用の前払いまたは償還等の請求をしたときは、監査の職務の執行に必要
でないと認められる場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理す
る。

⑧反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社グループは、反社会的勢力との関係については、企業の社会的責任及び

企業防衛の観点から、不当な要求に対しては毅然とした態度でこれを拒絶し、
一切の関係を持たないことを基本方針とする。整備状況に関しては、外部機関
から企業防衛に関する必要な情報収集を行い、役職員への啓蒙活動に取り組む
とともに、不当な要求等、反社会的勢力からの介入を受けた場合には、適宜に
警察・顧問弁護士等を含め外部機関と連携して組織的に対処する。

⑨財務報告の信頼性を確保するための体制
当社グループは、財務報告の適正性を確保するための体制、その他法令・諸
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規則等に定める情報開示について適切な開示が行われるための体制を整備し、
継続的に改善する。

(2) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その

他会社の業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下のとおりであ
ります。

①取締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図るため、
監査等委員会設置会社制度をとっております。

②取締役の職務執行の適法性を確保し、取締役の職務執行の適正性及び効率性
を高めるために、当社と利害関係を有しない社外取締役が全ての取締役会に
出席いたしました。

③内部監査室は、内部監査活動計画に基づき、当社の各部門の業務執行の監督、
内部統制監査を実施し、代表取締役、取締役会及び監査等委員会に報告して
おります。

(3) 株式会社の支配に関する基本方針
当社グループは現時点では、当該「基本方針」及び「買収防衛策」につきまし

ては、特に定めておりません。一方で、大量株式取得行為のうち、当社グループ
の企業価値及び株主共同の利益に資さないものについては、適切な対応が必要と
考えており、今後の法制度の整備や社会的な動向も見極めつつ、今後も慎重に検
討を行ってまいります。

(4) 剰余金の配当等の決定に関する方針
当社は、株主に対する利益還元を経営の重要課題のひとつとして位置付けてお

り、業績、財政状態及び今後の事業展開を勘案した上で、配当を実施することを
基本方針としております。

当期の期末配当金につきましては、１株あたり15円とさせていただきます。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
本事業報告中の記載金額・株数は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。
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連 結 貸 借 対 照 表

（2025年３月31日現在）
（単位：千円）

科 目 金 額 科 目 金 額

資産の部 負債の部

流動資産 8,709,499 流動負債 3,340,594

現 金 及 び 預 金 6,544,597 買 掛 金 1,231,038

売 掛 金 1,135,806 １ 年 内 返 済 予 定 の 長 期 借 入 金 610,942

商 品 112,230 未 払 金 789,000

原 材 料 及 び 貯 蔵 品 281,711 未 払 法 人 税 等 172,338

未 収 入 金 387,246 未 払 消 費 税 等 46,982

そ の 他 255,343 契 約 負 債 49,102

貸 倒 引 当 金 △7,437 ポ イ ン ト 引 当 金 139,154

株 主 優 待 引 当 金 90,656

そ の 他 211,379

固定資産 4,287,406 固定負債 1,625,928

有形固定資産 663,638 長 期 借 入 金 1,038,725

建 物 473,886 資 産 除 去 債 務 178,047

車 両 運 搬 具 16,837 繰 延 税 金 負 債 57,175

工 具 器 具 備 品 170,748 預 り 保 証 金 351,981

土 地 2,166

負 債 合 計 4,966,523

無形固定資産 304,446 純資産の部

株主資本 7,323,696

投資その他の資産 3,319,320 資本金 1,091,393

投 資 有 価 証 券 2,497,131 資本剰余金 995,013

繰 延 税 金 資 産 131,087 利益剰余金 6,937,694

差 入 保 証 金 663,677 自己株式 △1,700,405

長 期 未 収 入 金 39,943

そ の 他 23,599 その他の包括利益累計額 703,793

貸 倒 引 当 金 △36,118 その他有価証券評価差額金 703,793

非支配株主持分 2,891

純 資 産 合 計 8,030,381

資 産 合 計 12,996,905 負 債 及 び 純 資 産 合 計 12,996,905

（注）記載金額は表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。
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連 結 損 益 計 算 書

（2024年４月１日から2025年３月31日まで）
（単位：千円）

科 目 金 額

Ⅰ．売上高 23,393,750

Ⅱ．売上原価 12,217,853

売 上 総 利 益 11,175,897

Ⅲ．販売費及び一般管理費 10,394,194

営 業 利 益 781,702

Ⅳ．営業外収益

受取利息 4,887

業務受託料 5,672

雇用調整助成金 3,802

受取補償金 35,853

固定資産売却益 38,560

投資事業組合運用益 7,982

その他 8,974 105,733

Ⅴ．営業外費用

支払利息 7,706

持分法による投資損失 2,830

固定資産除売却損 12,338

投資有価証券評価損 83,392

加盟店舗買取損 44,701

その他 14,499 165,469

経 常 利 益 721,966

Ⅵ．特別利益

固定資産売却益 720

受取保険金 4,750 5,470

Ⅶ．特別損失

リース解約損 10,227

減損損失 83,264 93,491

税金等調整前当期純利益 633,945

法人税、住民税及び事業税 316,343

法人税等調整額 △15,891 300,452

当期純利益 333,492

非支配株主に帰属する当期純損失（△） △112

親会社株主に帰属する当期純利益 333,605

（注）記載金額は表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。
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連結株主資本等変動計算書

（2024年４月１日から2025年３月31日まで）
（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自 己 株 式 株主資本合計

2 0 2 4 年 ４ 月 １ 日 残 高 1,079,100 982,721 6,750,405 △1,700,321 7,111,906

当連結会計年度中の変動額

新 株 の 発 行 12,292 12,292 － － 24,584

剰 余 金 の 配 当 － － △146,316 － △146,316

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 － － 333,605 － 333,605

自 己 株 式 の 取 得 － － － △83 △83

株主資本以外の項目の当連結会計年度中の変動額（純額） － － － － －

当連結会計年度中の変動額合計 12,292 12,292 187,288 △83 211,789

2 0 2 5 年 ３ 月 3 1 日 残 高 1,091,393 995,013 6,937,694 △1,700,405 7,323,696

その他の包括利益累計額
非支配株主持分 純資産合計

その他有価証券評価差額金 その他の包括利益累計額合計

2 0 2 4 年 ４ 月 １ 日 残 高 150,024 150,024 1,461 7,263,392

当連結会計年度中の変動額

新 株 の 発 行 － － － 24,584

剰 余 金 の 配 当 － － － △146,316

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 － － － 333,605

自 己 株 式 の 取 得 － － － △83

株主資本以外の項目の当連結会計年度中の変動額（純額） 553,769 553,769 1,429 555,198

当連結会計年度中の変動額合計 553,769 553,769 1,429 766,988

2 0 2 5 年 ３ 月 3 1 日 残 高 703,793 703,793 2,891 8,030,381

（注）記載金額は表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書

独立監査人の監査報告書
2025年５月16日

株式会社 ライドオンエクスプレスホールディングス
取 締 役 会 御中

太陽有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員
公認会計士 佐藤 健文

業務執行社員

指定有限責任社員
公認会計士 吹上 剛

業務執行社員

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社ライドオンエクスプレスホールデ

ィングスの2024年４月１日から2025年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連
結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して、株式会社ライドオンエクスプレスホールディングス及び連結子会社からなる企業
集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示
しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。

監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載され
ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から
独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見
表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容

を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの
整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当
監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程にお
いて、その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相
違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤
りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
は、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計

算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用する
ことが含まれる。

連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成する
ことが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視す
ることにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬

による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立
場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生す
る可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理
的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク

に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に
関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入
手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関し
て重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が
認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重
要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外
事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監
査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可
能性がある。

・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及
び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
する。

・ 連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分か
つ適切な監査証拠を入手するために、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査人は、連結計
算書類の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対
して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別

した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその
他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵
守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除
去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフ
ガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載

すべき利害関係はない。

以 上
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貸 借 対 照 表

（2025年３月31日現在）
（単位：千円）

科 目 金 額 科 目 金 額

資産の部 負債の部

流動資産 1,031,468 流動負債 913,372

現 金 及 び 預 金 874,856 一年内返済予定の長期借入金 610,942

未 収 入 金 22,876 未 払 金 69,486
そ の 他 133,917 未 払 法 人 税 等 56,407

貸 倒 引 当 金 △183 預 り 金 28,201

株 主 優 待 引 当 金 90,656

そ の 他 57,679

固定資産 5,340,156 固定負債 1,130,575

有形固定資産 91,763 長 期 借 入 金 1,038,725

建 物 71,641 資 産 除 去 債 務 37,884

車 両 運 搬 具 16,497 繰 延 税 金 負 債 53,965

工 具 器 具 備 品 1,458

土 地 2,166 負 債 合 計 2,043,948

純資産の部

無形固定資産 46,581 株主資本 3,630,855

商 標 権 3,286 資本金 1,091,393

ソ フ ト ウ ェ ア 43,295

資本剰余金 995,077

資 本 準 備 金 995,077

投資その他の資産 5,201,810

投 資 有 価 証 券 393,551 利益剰余金 3,244,790

関 係 会 社 株 式 1,675,318 そ の 他 利 益 剰 余 金 3,244,790

その他の関係会社有価証券 2,632,730 繰 越 利 益 剰 余 金 3,244,790

差 入 保 証 金 484,252

そ の 他 15,956 自己株式 △1,700,405

評価・換算差額等 696,820

その他有価証券評価差額金 696,820

純 資 産 合 計 4,327,676

資 産 合 計 6,371,624 負 債 及 び 純 資 産 合 計 6,371,624

（注）記載金額は表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。
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損 益 計 算 書

（2024年４月１日から2025年３月31日まで）
（単位：千円）

科 目 金 額

Ⅰ．営業収益 1,587,646

Ⅱ．営業費用 1,258,924

営 業 利 益 328,721

Ⅲ．営業外収益

受取利息 1,491

受取配当金 900,000

業務受託料 5,672

その他 538 907,702

Ⅳ．営業外費用

支払利息 7,706

投資事業組合運用損 86,997

その他 4,679 99,383

経 常 利 益 1,137,041

Ⅴ．特別利益

固定資産売却益 720 720

税 引 前 当 期 純 利 益 1,137,761

法人税、住民税及び事業税 129,997

法人税等調整額 △11,430 118,567

当 期 純 利 益 1,019,193

（注）記載金額は表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書

（2024年４月１日から2025年３月31日まで）
（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自己株式 株主資本合計
資本準備金 資本剰余金合計

その他利益剰余金
利益剰余金合計

繰越利益剰余金

当 期 首 残 高
（2024年４月１日）

1,079,100 982,784 982,784 2,371,912 2,371,912 △1,700,321 2,733,477

当 期 変 動 額

新 株 の 発 行 12,292 12,292 12,292 － － － 24,584

剰 余 金 の 配 当 － － － △146,316 △146,316 － △146,316

当 期 純 利 益 － － － 1,019,193 1,019,193 － 1,019,193

自 己 株 式 の 取 得 － － － － － △83 △83

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － － － － － － －

当 期 変 動 額 合 計 12,292 12,292 12,292 872,877 872,877 △83 897,378

当 期 末 残 高
（2025年３月31日）

1,091,393 995,077 995,077 3,244,790 3,244,790 △1,700,405 3,630,855

評価・換算差額等
純資産合計

その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計

当 期 首 残 高
（2024年４月1日）

150,024 150,024 2,883,501

当 期 変 動 額

新 株 の 発 行 － － 24,584

剰 余 金 の 配 当 － － △146,316

当 期 純 利 益 － － 1,019,193

自 己 株 式 の 取 得 － － △83

株主資本以外の項目の当期変動額（純額) 546,795 546,795 546,795

当 期 変 動 額 合 計 546,795 546,795 1,444,174

当 期 末 残 高
（2025年３月31日）

696,820 696,820 4,327,676

（注）記載金額は表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。
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会計監査人の監査報告書

独立監査人の監査報告書
2025年５月16日

株式会社 ライドオンエクスプレスホールディングス
取 締 役 会 御中

太陽有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員
公認会計士 佐藤 健文

業務執行社員

指定有限責任社員
公認会計士 吹上 剛

業務執行社員

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社ライドオンエクスプレスホ

ールディングスの2024年４月１日から2025年３月31日までの第24期事業年度の計算書類、すなわち、
貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算
書類等」という。）について監査を行った。

当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表
示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。

監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されて
いる。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、ま
た、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十
分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を

作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備
及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査
法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程におい
て、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があ
るかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候
があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
は、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類

等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書
類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
れる。

計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが
適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づい
て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
ことにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬によ

る重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から
計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性が
あり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる
場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、
意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連
する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性
に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいている
が、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、
並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し

た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の
事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守
したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去す
るための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガード
を適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は

ない。

以 上
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監査等委員会の監査報告書

監 査 報 告 書

当監査等委員会は、2024年４月１日から2025年３月31日までの第24期事業年度の取締役の職務の執
行を監査いたしました。その方法及び結果について以下のとおり報告いたします。

１． 監査の方法及びその内容

監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の
内容ならびに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について取締役及び使用人
等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明
するとともに、下記の方法で監査を実施いたしました。

①監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部統制部門と連携の上、重要
な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応
じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社において業務及び財産の状況を調査いたしま
した。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図
り、子会社から事業の報告を受けました。

②会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとと
もに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めまし
た。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計
算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計審議会）等に従っ
て整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、
損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書ならびに連結計算書類（連
結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしま
した。

２．監査の結果

（１）事業報告等の監査結果
①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているもの
と認めます。

②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認め
られません。

③内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統
制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事
項は認められません。

（２）計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人太陽有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

（３）連結計算書類の監査結果
会計監査人太陽有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2025年５月19日

株式会社ライドオンエクスプレスホールディングス 監査等委員会

社外監査等委員 齋藤 正夫 ㊞

社外監査等委員 吉田 真 ㊞

社外監査等委員 砂子 知香 ㊞

以 上
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株主総会会場ご案内図

会場：東京都港区芝公園２－４－１芝パークビルＢ館地下１階

ＴＯＫＹＯ－ＣＯＮＶＥＮＴＩＯＮ ＨＡＬＬ ＡＰ浜松町

電話 ０３－５４０５－６１０９

ＪＲ山手線・京浜東北線 浜松町駅 北口より徒歩７分

都営浅草線・大江戸線 大門駅 Ａ６出口より徒歩３分

都営三田線 芝公園駅 Ａ３出口より徒歩３分

株主様向けのお土産のご用意及び株主懇親会等の開催は
ございません。予めご了承ください。
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電子提供措置の開始日 2025年６月３日

第24期定時株主総会
その他の電子提供措置事項
（交付書面省略事項）

連結計算書類の連結注記表

計算書類の個別注記表

株式会社ライドオンエクスプレスホールディングス
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連結注記表
（2024年４月１日から2025年３月31日まで）

（連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記）

１．連結の範囲に関する事項

（１）連結子会社の数及び名称

連結子会社の数 ４社

連結子会社の名称 株式会社ライドオンエクスプレス

ライドオン・エースタート１号投資事業有限責任組合

ライドオン・エースタート２号投資事業有限責任組合

ライドオン・エースタート３号投資事業有限責任組合

（２）非連結子会社の数及び名称

非連結子会社の数 ６社

非連結子会社の名称 株式会社ライドオンシーズ

RIDE ON INTERNATIONAL(THAILAND) Co.,Ltd.

株式会社エースタート

スペース・エースタート１号投資事業有限責任組合

ＡＳエースタート１号投資事業有限責任組合

ＳＰエースタート１号投資事業有限責任組合

（連結の範囲から除いた理由）

非連結子会社は、合計の総資産、売上高、当期純利益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持

分に見合う額）等が連結計算書類に重要な影響を及ぼしていないためであります。

２．持分法の適用に関する事項

（１）持分法を適用した非連結子会社及び関連会社の数及び名称

非連結子会社の数 ３社

非連結子会社の名称 スペース・エースタート１号投資事業有限責任組合

ＡＳエースタート１号投資事業有限責任組合

ＳＰエースタート１号投資事業有限責任組合

（２）持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社の数及び名称

非連結子会社の数 ３社

非連結子会社の名称 株式会社ライドオンシーズ

RIDE ON INTERNATIONAL(THAILAND) Co.,Ltd.

株式会社エースタート

（持分法適用の範囲から除いた理由）

持分法を適用していない非連結子会社は、当期純利益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持

分に見合う額）等からみて、持分法の対象から除いても連結計算書類に及ぼす影響が軽微であ
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り、かつ、全体としても重要性がないためであります。

３．連結子会社の事業年度に関する事項

連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。

４．会計方針に関する事項

（１）重要な資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券

その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

決算期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原

価は移動平均法により算定）を採用しております。

市場価格のない株式等

移動平均法による原価法を採用しております。

② 棚卸資産

ａ．商品

先入先出法による原価法（収益性の低下による簿価切り下げの方法）を採用しております。

ただし、解凍機については個別法による原価法（収益性の低下による簿価切り下げの方法）を

採用しております。

ｂ．原材料及び貯蔵品

最終仕入原価法による原価法（収益性の低下による簿価切り下げの方法）を採用しておりま

す。

（２）重要な減価償却資産の償却方法

① 有形固定資産

定率法を採用しております。

ただし、建物ならびに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定

額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物 15年

車両運搬具 ３年

工具器具備品 ３～９年

② 無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、ソフトウエア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（５年）を採用し

ております。

③ 長期前払費用

定額法を採用しております。
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（３）重要な引当金の計上基準

① 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権

等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

② ポイント引当金

ポイントの使用による費用負担に備えるため、将来使用されると見込まれる額を計上しており

ます。なお、商品販売に起因せず、自社ポイントを付与している場合にはポイント引当金として

計上しております。

③ 株主優待引当金

株主優待制度に伴う費用負担に備えるため、将来使用されると見込まれる額を計上しておりま

す。

（４）収益及び費用の計上基準

① 宅配事業に係る収益認識

宅配事業に係る収益は、主に商品の販売であり、顧客からの注文に基づいて商品を引き渡す履

行義務を負っております。当該履行義務は、商品を引き渡す一時点において、顧客が当該商品に

対する支配を獲得して充足されると判断し、引き渡し時点で収益を認識しております。代金は、

商品引き渡し時点を中心に、概ね２か月以内に受領しております。

② フランチャイズ事業に係る収益認識

フランチャイズ事業に係る収益は、主に加盟企業への食材や備品、販促物等の販売であり、加

盟企業からの発注に基づいて商品を引き渡す履行義務を負っております。当該履行義務は、商品

を引き渡す一時点において、加盟企業が当該商品に対する支配を獲得して充足されると判断し、

引き渡し時点で収益を認識しております。代金は、商品引き渡し時点を中心に、概ね50日以内に

受領しております。

また、加盟企業の加盟に際して徴収している加盟金収入については、「銀のさら」「釜寅」とい

ったブランド・知的財産権を使用する権利を提供する履行義務を負っております。当該履行義務

は、加盟企業が店舗を出店した時点において、加盟企業がライセンスを使用する権利を獲得して

充足されると判断し、出店日時点で収益を認識しております。代金は、加盟企業との契約に基づ

き、出店日までに受領しております。

その他、加盟企業からのロイヤルティ収入があり、加盟ブランド事業の運営に資する知的財産

にアクセスする権利を提供する履行義務を負っております。当該履行義務は、一定の期間にわた

って充足されると判断し、一定の期間にわたり収益を認識しております。代金は、加盟企業との

契約に基づき、毎月月末締め分を概ね20日以内に受領しております。
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③ 顧客へ付与したポイントに係る収益認識

当社グループは、商品販売時に顧客に付与したポイントについては、将来において顧客がポイ

ント利用時に値引きを受けられる権利を提供していることから、当社グループの履行義務として

識別し、将来の失効見込み等を考慮して算定された独立販売価格を基礎として取引価格の配分を

行い、ポイントが使用された時点で収益を認識しております。

（重要な会計上の見積りに関する注記）

当社グループは、勘定残高の評価または金額の測定について、将来事象が発生するまで未確定

な場合に、将来に関する見積り及び仮定の設定を行い、それを連結計算書類に反映しております。

会計上の見積りは、外部環境要因の将来予測と実際の相違や内部要因への取り組みへの結果とし

て、見積りと実績が異なりうる性格を有しております。翌連結会計年度における資産や負債の帳

簿価額に重要な影響を生じさせるようなリスクを伴う見積り及び仮定は、次のとおりであります。

①ポイント引当金及び契約負債

ポイントの使用による費用負担の発生に備えるため、ポイント引当金として139,154千円、契

約負債49,102千円を負債計上しておりますが、顧客に付与したポイントのうち、期末におけるポ

イントの未使用残高に対して、将来使用されると見込まれる額を見積っております。

この会計上の見積りは、将来におけるポイントの利用率の見込みに基づくことになりますが、

ポイントの利用状況はポイントプログラムの内容、ポイントの総流通量、各種キャンペーンの内

容の他、様々な要素の影響を受けるものであり、これらの要素を客観的に予測することが困難で

あることから、以下に記載の仮定を設定し、過去２年間におけるポイントの利用実績を元に判断

して、将来使用されると見込まれる額を算定しております。

ポイントプログラムの内容：当社グループは、会員による当社グループ内での取引の促進を目

的としてデリポイントという名称でポイントプログラムを運営しており、商品の購入等に応じて

会員へポイントを付与しております。会員は、当該ポイントを使って、無償または割引価格によ

り商品を購入できることとなっておりますが、会員へ付与されたポイントには有効期限があり、

当該有効期限が到来すると、会員は当該ポイントを使用する権利を失うこととなっております。

ポイントの期中総流通量：当期に付与したポイント数（954百万ポイント）と同一水準

プラットフォームの選択（自社サイト経由の受注比率）：当期実績と同一水準

キャンペーンの展開状況：今後取り組まれる新しいキャンペーンの影響を除外

期末におけるポイントの未使用残高：592百万ポイント

なお、仮に上記の見積りの前提条件に対して、結果としてポイントの利用率の割合が５ポイン

ト乖離すると、翌連結会計年度の営業利益、経常利益、税金等調整前当期純利益にそれぞれ

31,526千円程度の影響が見込まれます。
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②市場価格のない有価証券の評価

当社グループは、連結計算書類に投資有価証券2,497,131千円を計上しておりますが、このう

ち、非上場株式等691,229千円、投資事業有限責任組合への出資504,665千円については、市場価

格のない金融商品に該当するため、実質価額の算定及び実質価額の低下時における投資有価証券

の回収予想額について会計上の見積りと判断を行っております。

この会計上の見積りは、投資先企業の事業活動・資金調達活動等及び投資先株式等のEXITとい

った要素の影響を受けるものであり、入手可能な投資先企業の事業計画や直近実績データ等を用

いて仮定を設定し、実質価額及び回収予想額を算定しております。この会計上の見積り及び判断

の結果、当連結会計年度の連結損益計算書に投資有価証券評価損83,392千円を計上いたしました。

なお、見積りに用いた仮定の不確実性は高く、例えばマクロ経済・金融市場見通しの不透明化

や地政学リスクによって、その経済環境への影響が変化した場合には、投資先企業の事業活動・

資金調達活動・投資先株式等のEXITに大きな影響があるため、将来の連結計算書類において主と

して投資事業組合損益の金額に影響する可能性があります。

③直営店舗の有形固定資産の減損

当社グループは、連結計算書類に直営店舗の有形固定資産539,493千円を計上し、連結損益計

算書上で直営店舗に係る減損損失83,264千円（前連結会計年度は290,011千円）を計上しており

ます。

当該有形固定資産の減損の検討に当たっては、店舗を独立したキャッシュ・フローを生み出す

最小の単位とし、店舗の営業損益が継続してマイナス又は継続してマイナスとなる見込みの場合

や店舗の閉鎖の意思決定をした場合に減損の兆候が認められると判断しております。

減損の兆候が認められると判断した店舗について、店舗の割引前将来キャッシュ・フローの総

額が店舗の有形固定資産の帳簿価額を下回る場合には減損損失の認識が必要と判断しておりま

す。減損損失の認識が必要と判断された場合は、店舗の有形固定資産の帳簿価額を回収可能価額

まで減額し、当該減少額を減損損失として計上しております。なお、回収可能価額は、店舗の使

用等による割引前将来キャッシュ・フローの現在価値により算定される使用価値と店舗の有形固

定資産の正味売却価額のいずれか高い方の金額としております。

この会計上の見積りには、店舗の割引前将来キャッシュ・フローを使用しておりますが、割引

前将来キャッシュ・フローは、取締役会で承認された予算等を基礎とし、将来における店舗の売

上高の成長率、原価率、人件費率及び主要な資産の経済的残存使用年数等の予測に基づき見積り

を行っており、当該予測は外部環境の影響を受けるため、不確実性を伴います。

割引前将来キャッシュ・フロー及び回収可能価額の見積りは合理的であると判断しています

が、今後の市況や需要の変化等によって割引前将来キャッシュ・フローや回収可能価額が減少す

る場合、減損損失が発生し、翌連結会計年度以降の連結計算書類に重要な影響を与える可能性が

あります。
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（会計方針の変更に関する注記)

（「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用）

「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号 2022年10月28日。

以下「2022年改正会計基準」という。）等を当連結会計年度の期首から適用しております。

法人税等の計上区分（その他の包括利益に対する課税）に関する改正については、2022年改

正会計基準第20-３項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適

用指針」（企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」とい

う。）第65-２項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針

の変更による連結計算書類への影響はありません。

また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる場合

の連結計算書類における取扱いの見直しに関連する改正については、2022年改正適用指針を当連

結会計年度の期首から適用しております。当該会計方針の変更は、遡及適用され、前連結会計年

度については遡及適用後の連結計算書類となっております。なお、当該会計方針の変更による前

連結会計年度の連結計算書類への影響はありません。

（追加情報の注記)

（法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正）

「所得税法等の一部を改正する法律」（令和７年法律第13号）が2025年３月31日に国会で成立

し、2026年４月１日以後開始する連結会計年度より「防衛特別法人税」の課税が行われることに

なりました。

これに伴い、2026年4月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異に係る繰

延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を30.62%から31.52%に変更し計算してお

ります。この変更による影響は軽微であります。

（連結貸借対照表に関する注記）

１．有形固定資産の減価償却累計額 1,548,128千円

２．連結貸借対照表に計上した固定資産のほか、一部の店舗の厨房設備、営業用車両及び事務機器の

一部についてはリース契約により使用しています。
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（連結損益計算書に関する注記）

減損損失

当連結会計年度において、当社グループは、以下の資産グループについて減損損失を計上しました。

場所 用途 種類 減損損失

山形県１店舗 店舗 工具、器具及び備品 468千円

福島県１店舗 店舗 工具、器具及び備品 634千円

茨城県１店舗 店舗 工具、器具及び備品 480千円

群馬県２店舗 店舗 建物及び構築物等、工具、器具及び備品 10,168千円

埼玉県１店舗 店舗 工具、器具及び備品 568千円

東京都１店舗 店舗 工具、器具及び備品 511千円

神奈川県２店舗 店舗 建物及び構築物等、工具、器具及び備品 8,494千円

新潟県１店舗 店舗 工具、器具及び備品 559千円

岐阜県１店舗 店舗 建物及び構築物等、工具、器具及び備品 3,987千円

静岡県１店舗 店舗 工具、器具及び備品 1,055千円

愛知県６店舗 店舗 建物及び構築物等、車両運搬具、工具、器具及び備品 26,043千円

三重県１店舗 店舗 工具、器具及び備品 1,031千円

兵庫県２店舗 店舗 建物及び構築物等、工具、器具及び備品 7,016千円

徳島県１店舗 店舗 建物及び構築物等、工具、器具及び備品 6,404千円

福岡県１店舗 店舗 工具、器具及び備品 580千円

熊本県２店舗 店舗 建物及び構築物等、工具、器具及び備品 13,691千円

鹿児島県１店舗 店舗 建物及び構築物等、工具、器具及び備品 1,567千円

合計 83,264千円

当社グループは、キャッシュ・フローを生み出す最小の単位に基づき、主に直営店舗及び遊休資産を

基本単位としてグルーピングを行っております。

当連結会計年度において、収益性の低下した直営店舗のうち、営業活動から生ずる損益が継続してマ

イナスとなっている、または、その見込みのある資産グループ及び閉店見込の資産グループについて、

帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失（83,264千円）として、特別損失に計上し

ました。その主な内訳は、建物及び構築物54,945千円、車両運搬具0千円、工具、器具及び備品

28,318千円であります。

なお、当該資産の回収可能価額は、正味売却価額により測定しておりますが、売却可能性が見込めな

いため零として評価しております。
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（連結株主資本等変動計算書に関する注記）

１．発行済株式に関する事項

株式の種類
当連結会計年度
期首株式数

当連結会計年度
増加株式数

当連結会計年度
減少株式数

当連結会計年度末
株式数

普通株式(株) 10,894,935 23,594 － 10,918,529

（注）増加数の内訳は、次のとおりであります。
譲渡制限付株式報酬としての新株の発行による増加 23,594株

２．自己株式に関する事項

株式の種類
当連結会計年度
期首株式数

当連結会計年度
増加株式数

当連結会計年度
減少株式数

当連結会計年度末
株式数

普通株式(株) 1,140,506 80 － 1,140,586

（変動事由の概要）
単元未満株式の買取りによる増加 80株

３．配当に関する事項

（１）配当金支払額

決議
株式の
種類

配当の
原資

配当金の
総額（千円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

2024年

６月26日

定時株主

総会

普通株式
利益

剰余金
146,316 15.00 2024年３月31日 2024年６月27日

（２）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

2025年６月25日開催予定の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のと

おり提案しております。

株式の種類 配当の原資
配当金の

総額（千円）
１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

普通株式 利益剰余金 146,669 15.00 2025年３月31日 2025年６月26日
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（金融商品に関する注記）

１．金融商品の状況に関する事項

（１）金融商品に対する取組方針

当社グループは、主に宅配事業を行うための設備投資計画に照らして、必要な資金（主に金

融機関借入）を調達しております。また、短期的な運転資金を金融機関借入により調達してお

ります。

（２）金融商品の内容及びそのリスク

営業債権である売掛金及び未収入金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、差入

保証金及び長期未収入金は、取引先の信用リスクに晒されております。有価証券はその他有価

証券であり、市場価格の変動リスク及び発行体の信用リスクに晒されております。投資有価証

券は、業務または資本提携等に関連する株式等であり、市場リスクに晒されております。

借入金は、主に設備投資に必要な資金調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最

長で３年以内であります。

（３）金融商品に係るリスク管理体制

① 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

売掛金は、各所管部署において主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引相手ご

とに期日及び残高を管理するとともに、財務状況の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を

図っております。差入保証金は、取引先に差入れている取引保証金と事務所及び店舗の賃貸借

契約に伴うものであり、新規取引開始時に取引先の信用状態を十分に検証しております。

② 市場リスクの管理

投資有価証券については、定期的に時価や為替変動、発行体（取引企業）の財務状況を把握

し、また、取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。

③ 資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

当社グループは、複数の金融機関から当座貸越枠を取得した上で、各部署からの報告に基づ

き経理財務部が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性を売上高の概ね１ヶ

月相当に維持することにより、流動性リスクを管理しております。

（４）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定

された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、

異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。
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２．金融商品の時価等に関する事項

連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

連結貸借対照表計上額 時 価 差 額

（１）投資有価証券

その他有価証券 1,301,235 千円 1,301,235 千円 － 千円

（２）差入保証金 663,677 658,252 △5,424

（３）長期未収入金 39,943

貸倒引当金（※２） △36,117

3,825 3,825 －
資産計 1,968,739 1,963,314 △5,424

（１）長期借入金（※３） 1,649,667 1,632,553 △17,113

（２）預り保証金 351,981 346,301 △5,679

負債計 2,001,648 1,978,854 △22,793

※１ 現金及び預金、売掛金、未収入金、買掛金、未払金、未払法人税等、未払消費税等について
は、現金及び短期間で決済されるため、時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載
を省略しております。

※２ 長期未収入金に対して個別に計上している貸倒引当金を控除しております。
※３ 長期借入金には、１年内返済予定分を含めて表示しております。

（注）１．市場価格のない株式等及び組合等への出資は、「(1)投資有価証券」には含まれておりませ
ん。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

区分
連結貸借対照表計上額

（千円）

非上場株式等(*1) 691,229

投資事業有限責任組合等への出資(*2) 504,665

(*1) 市場価格のない株式等に該当し、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基
準適用指針第19号 2019年７月４日）第５項に従い、時価開示の対象としておりません。

(*2) 組合等への出資は、時価算定会計基準適用指針第24-16項に従い、時価開示の対象としてお
りません。

（注）２．金銭債権の決算日後の償還予定額

区分
１年以内

（千円）

１年超

５年以内

（千円）

５年超

10年以内

（千円）

10年超

（千円）

長期未収入金 3,620 36,322 － －

合計 3,620 36,322 － －

差入保証金については、償還予定が確定していないため記載しておりません。

（注）３．長期借入金の決算日後の返済予定額

区分
１年以内

（千円）

１年超

２年以内

（千円）

２年超

３年以内

（千円）

３年超

４年以内

（千円）

４年超

５年以内

（千円）

長期借入金 610,942 580,392 458,333 － －

合計 610,942 580,392 458,333 － －
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３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３

つのレベルに分類しております。

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成さ

れる当該時価の算定の対象となる資産または負債に関する相場価格により算

定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外

の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプッ

トがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類し

ております。

(1）時価で連結貸借対照表に計上している金融商品

区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券

その他有価証券

株式 1,301,235 － － 1,301,235

資産計 1,301,235 － － 1,301,235

(2）時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

差入保証金 － 658,252 － 658,252

長期未収入金 － － 3,825 3,825

資産計 － 658,252 3,825 662,078

長期借入金 － 1,632,553 － 1,632,553

預り保証金 － 346,301 － 346,301

負債計 － 1,975,735 － 1,975,735

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

投資有価証券

上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、

その時価をレベル１の時価に分類しております。
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差入保証金

差入保証金の時価は、国債の利回り等の観察可能なインプットを用いて割引現在価値法により

算定しており、レベル２の時価に分類しております。

長期未収入金

長期未収入金の時価は、連結決算日における連結貸借対照表価額から担保及び保証による回収

見込額等に基づく貸倒見積高を控除して算出しているため、連結決算日における連結貸借対照表価

額から現在の貸倒見積高を控除した金額に近似していることから、当該価額をもって時価としてお

り、レベル３の時価に分類しております。

長期借入金

長期借入金の時価は、元利金の合計額を国債の利回り等適切な指標に信用スプレッドを上乗せ

した利率で割り引いた現在価値により算定しており、レベル２の時価に分類しております。

預り保証金

預り保証金の時価は、国債の利回り等の観察可能なインプットを用いて割引現在価値法により

算定しており、レベル２の時価に分類しております。
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（資産除去債務に関する注記）

１．当該資産除去債務の概要

事業用賃貸事務所及び事業用店舗等の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。

２．当該資産除去債務の金額の算定方法

使用見込期間を建物等の耐用年数等と同様として見積り、割引率は耐用年数等に応じた年数の

国債の利回りを使用して資産除去債務の金額を計算しております。

３．当連結会計年度における当該資産除去債務の総額の増減

期首残高 181,027 千円

有形固定資産の取得に伴う増加額 9,338 千円

時の経過による調整額 1,742 千円

資産除去債務の履行による減少額 △14,061 千円

期末残高 178,047 千円

（収益認識に関する注記）

１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

当社グループは、宅配事業の単一セグメントであり、主要な顧客との契約から生じる収益を分

解した情報は、以下のとおりであります。

(単位：千円)

当連結会計年度

(2025年3月31日)

直営店の売上高 11,432,975

ＦＣ店への売上高 11,960,774

顧客との契約から生じる収益 23,393,750

その他の収益 －

外部顧客への売上高 23,393,750
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２．収益を理解するための基礎となる情報

「（連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記）４．会計方針に関する事

項 （４）収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。

３．当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報

① 契約負債の残高

契約負債の期首残高及び期末残高は、以下のとおりであります。

（単位：千円）

当連結会計年度

(2025年3月31日)

期首残高 50,460

期末残高 49,102

連結貸借対照表上、契約負債は「流動負債」に計上しております。契約負債は主に、当社グル

ープが商品販売時に顧客へポイントを付与するものについて、将来の失効見込み等を考慮して算定

された期末時点において履行義務を充足していない残高であります。

当連結会計年度において認識した収益のうち、期首の契約負債残高に含まれていたものは、

41,165千円であります。

② 残存履行義務に配分した取引価格

2025年３月31日現在、顧客へ付与したポイントに係る残存履行義務に配分した取引価格の総額

は49,102千円であります。当社グループは、当該残存履行義務について、ポイントが使用されるに

つれて今後３年の間で収益を認識することを見込んでおり、その内訳は以下のとおりであります。

（単位：千円）

１年以内に収益を認識すると見込む額 35,888

１年超２年以内に収益を認識すると見込む額 12,226

２年超３年以内に収益を認識すると見込む額 988

（１株当たり情報に関する注記）

１株当たり純資産額 820円98銭

１株当たり当期純利益 34円15銭

― 58 ―

2025年05月20日 11時40分 $FOLDER; 59ページ （Tess 1.50(64) 20250213_01）



個別注記表
（2024年４月１日から2025年３月31日まで）

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１．有価証券の評価基準及び評価方法

（１）子会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。

（２）その他の関係会社有価証券

投資事業有限責任組合への出資（金融商品取引法第２条第２項により有価証券とみなされるも

の）については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎と

し、持分相当額を純額で取り込む方法を採用しております。

（３）その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

決算期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原

価は移動平均法により算定）を採用しております。

市場価格のない株式等

移動平均法による原価法を採用しております。

２．棚卸資産の評価基準及び評価方法

原材料及び貯蔵品

最終仕入原価法による原価法（収益性の低下による簿価切り下げの方法）を採用しておりま

す。

３．固定資産の減価償却の方法

（１）有形固定資産

定率法を採用しております。

ただし、建物ならびに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定

額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物 15年

車両運搬具 ３年

工具器具備品 ３～９年

（２）無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、ソフトウエア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（５年）を採用し

ております。

（３）長期前払費用

定額法を採用しております。
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４．引当金の計上基準

（１）貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権

等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

（２）株主優待引当金

株主優待制度に伴う費用負担に備えるため、将来使用されると見込まれる額を計上しておりま

す。

５．収益及び費用の計上基準

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）等を適用しており、約束

した財またはサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財またはサービスと交換に受け取ると見

込まれる金額で収益を認識しております。

当社の収益は、子会社からの経営管理手数料、業務委託料となります。経営管理手数料及び業務委

託料においては、子会社への契約内容に応じた受託業務を提供することが履行義務であり、業務が実

際に提供された時点で当社の履行義務が充足されることから、当該時点で収益を認識しております。

代金は、子会社との契約に基づき、毎月月末締め分を概ね１か月以内に受領しております。

（重要な会計上の見積りに関する注記）

市場価格のない有価証券の評価

当社は、計算書類に投資有価証券393,551千円（そのうち非連結子会社以外の投資事業有限責任組

合に対する出資額は363,551千円）、その他の関係会社有価証券2,632,730千円、関係会社株式

1,675,318千円を計上しておりますが、これらについて、実質価額の算定及び実質価額の低下時にお

ける投資の回収予想額に関して会計上の見積りと判断を行っております。

この会計上の見積りは、投資先企業の事業活動の影響を受けるものであり、入手可能な投資先企業

の事業計画や直近実績データ等を用いて仮定を設定し、実質価額及び回収予想額を算定しておりま

す。

なお、見積りに用いた仮定の不確実性は高く、例えばマクロ経済・金融市場見通しの不透明化や地

政学リスクによって、その経済環境への影響が変化した場合には、投資先企業の事業活動に大きな影

響があるため、将来の計算書類において主として投資事業組合損益の金額に影響する可能性がありま

す。
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（会計方針の変更に関する注記)

（「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用）

「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下

「2022年改正会計基準」という。）等を当事業年度の期首から適用しております。

法人税等の計上区分に関する改正については、2022年改正会計基準第20-３項ただし書きに定める

経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による計算書類への影響はありませ

ん。

（追加情報の注記)

（法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正）

「所得税法等の一部を改正する法律」（令和７年法律第13号）が2025年３月31日に国会で成立し、

2026年４月１日以後開始する当事業年度より「防衛特別法人税」の課税が行われることになりまし

た。

これに伴い、2026年4月1日に開始する当事業年度以降に解消が見込まれる一時差異に係る繰延税金

資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を30.62%から31.52%に変更し計算しております。こ

の変更による影響は軽微であります。

（貸借対照表に関する注記）

１．有形固定資産の減価償却累計額 148,257千円

２．貸借対照表に計上した固定資産のほか、営業用車両及び事務機器の一部についてはリース契約に

より使用しております。

３．関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

短期金銭債権 82,286千円

短期金銭債務 1,615千円

（損益計算書に関する注記）

関係会社との取引高

営業取引

営業収益 1,587,646千円

営業取引以外の取引による取引高 100,893千円

（株主資本等変動計算書に関する注記）

自己株式に関する事項

株式の種類
当事業年度
期首株式数

当事業年度
増加株式数

当事業年度
減少株式数

当事業年度末
株式数

普通株式(株) 1,140,506 80 － 1,140,586

（変動事由の概要）
単元未満株式の買取りによる増加 80株
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（税効果会計に関する注記）

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

(繰延税金資産)

貸倒引当金 56 千円

未払事業税 5,037 千円

投資有価証券評価損 162,959 千円

外国上場株式 22,346 千円

資産除去債務 11,941 千円

株式報酬費用 49,521 千円

会社分割による子会社株式調整額 172,364 千円

その他 30,380 千円

繰延税金資産小計 454,608 千円

繰延税金負債との相殺 △267,988 千円

評価性引当額 △186,620 千円

繰延税金資産純額 － 千円

(繰延税金負債)

資産除去債務に対応する除去費用 1,221 千円

その他有価証券評価差額金 320,732 千円

繰延税金負債小計 321,953 千円

繰延税金資産との相殺 △267,988 千円

繰延税金負債純額 53,965 千円

（リースにより使用する固定資産に関する注記）
オペレーティング・リース取引（借主側）
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

（単位：千円）

1年内 28,264

1年超 －

合計 28,264
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（関連当事者との取引に関する注記）

子会社

種類
会社等

の名称

議決権等の
所有（被所
有）割合
（％）

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）

子会社

株式会社ラ

イドオンエ

クスプレス

（所有）
直接
100.0

役員の兼任

財務処理の

代行

業 務 委 託

料 の 受 取

等（注２）

1,587,646 未収入金 21,981

資 金 の 預

かり（注３）
559,861 ― ―

子会社

ラ イ ド オ

ン・エース

タート１号

投資事業有

限責任組合

（所有）

直接

99.9

出資
投 資 事 業
組 合 運 用
損

△53,851 ― ―

子会社

ラ イ ド オ

ン・エース

タート２号

投資事業有

限責任組合

（所有）

直接

99.9

出資
投 資 事 業
組 合 運 用
損

△36,891 ― ―

子会社

ラ イ ド オ

ン・エース

タート 3号

投資事業有

限責任組合

（所有）

直接

99.3

出資

投 資 事 業
組 合 運 用
損

△3,922 ― ―

出資 149,000 ― ―

(注）１．上記の取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま
す。

２．業務委託料は、取引内容を基礎として交渉の上決定しております。
３. 子会社のための資金決済代行・回収代行を行っておりますが、代行手数料等は収受してお

りません。
なお、取引金額は、資金の立替と預かりの純額にて記載しております。
主な立替内容は、店舗諸経費、店舗設備費用等であります。

（１株当たり情報に関する注記）

１株当たり純資産額 442円60銭

１株当たり当期純利益 104円32銭
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